
令和8年3月6日

和歌山県後期高齢者医療広域連合

第3号

令和８年度和歌山県後期高齢者医療資格確認書等年次更新封入封緘業務

№ 回答

1 複数枚封入はありません。

資格確認書台紙（年次更新分）又は資格情報のお知らせ（年次更新

分）について、各個人の状況に応じてどちらか一枚を封筒に封入し

ていただきます。

2 全ての郵送用封筒（年次更新分、月次・随時分）の版面は、市町村

ごとに郵便の種類やお問合せ先欄が異なりますので、個別に作成が

必要となります。

3 資格確認書台紙、特定疾病療養受領証台紙の月次・随時分につい

て、個人情報等の印字はありません。

封筒は上記のとおり月次・随時分も印字必要です。

納品については、郵送用封筒他と共に納品していただきます。

4 問題ありません。

別紙4「封筒種類及び搬入部数一覧」に「※送付人欄が市町村ごとに異なること

に留意してください。」とありますが、「資格確認書台紙」及び「資格情報のお

知らせ」の郵送用封筒の版面が市町村毎で変わるという事でしょうか。

（封筒のお問い合わせ先欄が各市町村ごとの内容に差し変わるため、市町村ごと

に封筒作成必要という事でしょうか。）

月次随時分は印字はなく、郵送用封筒・資格確認書台紙・資格情報のお知らせと

共に「納品」する認識問題ないでしょうか。

弊社の管理用番号を印字させていただいても問題ないでしょうか。

指名競争入札についての質問に対する回答

実 施 機 関 名

契 約 番 号

業 務 名

質問内容

「資格確認書台紙」及び「資格情報のお知らせ」は複数枚封入することはないで

しょうか。

（名寄せはない認識です。）
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